
 

第２号様式（第９条関係） 

 

    除去等補助金交付申請書 

 

（あて先）京 都 市 長   令和●年 ●月 ●日 

申請者の住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 

申請者の氏名（法人にあっては，名称及び代表者名） 

京都 太郎 

電話０７５－２２２－３６１３ 

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定に基づき，次のとおり京都市吹付けアス

ベスト除去等助成事業の補助金の交付を申請します。 

目的及び内容 要綱第６条第１項の規定に基づくアスベスト除去等事業 

建築物の概要 

建 築 物 名 京都ビル 電気室 建築年月  Ｓ５０年１月 

所 在 地 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 

建 物 用 途 電機設備施設 延べ面積  １００㎡ 

構 造 □木造 ☑鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 

建築基準法で規定 

する耐火建築物 

☑耐火要求あり 

□耐火要求なし 
階数 

地上（ ３ ）階 

地下（   ）階 

事業費の額 

（Ａ） 

補助対象費用 

（※消費税及び地方消費税を除く） 
１，２００，０００円 

交付申請額 

（Ｂ）補助基本額（Ａ×２／３） 

（※千円未満切捨て） 

８００，０００円  

（Ｃ）補助限度額 金１，０００，０００円  

交付申請額（Ｂ又はＣの少ない方の額） ８００，０００円  

事業の内容 

事業開始予定日 令和●年●月●日 事業完了予定期日 令 和 ● 年 ● 月 ● 日 

施工箇所 ２階天井部分 柱部分   

施工面積 ２０㎡ ５㎡ ㎡ ㎡ 

表面の現状  浮き 毛羽立ち   

分析調査を行 

った分析機関 

名  

住 所 京都市中京区○○町△△番地 

会社名 ○○分析調査株式会社 

代表者名 代表取締役 分析 一郎 電話 ○○○－×××－△△△ 

除去等を行う 

予定の施工業者 

名 

住 所 京都市下京区○○町△△番地 

会社名 株式会社○○工業 

代表者名 代表取締役 除去 一郎 電話○○○－×××－△△△ 

（実施計画の策定等を行う予定の建築物石綿含有建材調査者） 

氏  名  □□ ■■            修了証明書番号  Ｈ○○○○○○○ 

勤務先名称 ○○株式会社         電話 ○○○－△△△－□□□□ 

勤務先住所 京都市上京区○○町△△番地 

工 事 種 別 □除去    □封じ込め    □囲い込み 

□要綱第６条第３項に定める工法で行う工事である。 

当該事業と併せて実施する工事の有無 □無 □有（                     ） 

除去等工事交付申請書 記載例 
（※朱書き部分が申請者に記載していただく箇

所です。） 

 

※注意点 

除去等工事を実施した後の補助金の交付申請は一切受

け付けられません。必ず，事業に着手する前に事前協

議・交付申請を行ってください。 

○補助対象費用 

複数社の見積のう

ち，工事を依頼す

る方（見積金額が

安価な方）の見積

金額を記入してく

ださい。 

※補助対象となる

事業費は，アスベ

スト除去等工事に

係る費用だけで

す。その他工事の

費用は含みません

ので，ご注意くだ

さい。 

※ただし，消費税

相当額は含まない

でください。 

 

アスベスト除去等工事と併せて実施する 

工事があれば工事内容を記入してください。 

 

Ｂ（補助基本額）

＝Ａ×2/3 

ＢとＣ (補助限度

額 )のいずれか少

ない方の額が交付

申請額となりま

す。 

 

建築物石綿含有建

材調査者の情報を

記入してくださ

い。 

✓ 

 

アスベスト除去等

の工事を施工する

業者の情報を記入

してください。 

✓ 

 

工事を依頼する事

業者に確認のう

え，チェックを入

れてください（裏

面参照） 
✓ 

 

申請者欄，登記事項証明書

の記載と一致させてくださ

い。 



アスベスト除去等事業補助金交付申請書記入要領 

 

添付図書チェックリスト 

 

チェック 添付図書 

☑ 補助対象建築物の位置図（縮尺２，５００分の１程度で，敷地内における補助対象建築物の配置がわかるもの）   

☑ 吹付けアスベストが施工された場所を示した補助対象建築物の図面（縮尺２００分の１

程度の平面図，天井伏図，断面図等）  

☑ 補助対象建築物に存する吹付けアスベストの複数枚の現況写真 

☑ 含有調査結果又は分析調査結果を記した書類 

☑ 確認済証又は検査済証等の写しその他補助対象建築物の建築年代の証明となるもの 

☑ 建物の登記事項証明書 

□ 補助対象建築物が区分所有建物である場合は，除去等を実施する旨の決議があること

を証する書類又はこれに類する書類 

□ 補助対象建築物に共有者がある場合にあっては，除去等の実施に関する共有者全員の

同意書 

☑ 除去等に係る費用の複数の事業者が作成した見積書（除去等を行う建築物の所在地を

明記したもの） 

□ 除去等を行う予定の工事施工業者が第６条第３項第１号に定める工法により施工する

場合は，当該工法について審査証明を受けていることを証明する書面の写し 

☑ 実施計画の策定等を行う建築物石綿含有建材調査者の調査登録証の写し 

☑ その他市長が必要と認める図書（ 実施計画の内容を示す書類         ） 

 

＜記入要領＞ 

※該当する□に，チェック☑を入れてください。 

※申請者は，要綱第３条の規定による補助対象者としてください。 

 

１ 建築物の概要 

①建築基準法で規定する耐火建築物：建築基準法第２７条第１項の規定によるものとします。 

２ 事業費の額 

①事業費の額：除去等に要する費用としてください。 

３ 事業の内容 

①施工箇所：室名及び施工部位（壁・天井など）を記入してください。 

②施工面積：アスベスト含有吹付け材の施工されている部分の面積。 

③表面の現状：「毛羽立ち」「浮き，剥離」「損傷・欠損」などの状況を記入してください。 

④当該事業と併せて実施する工事の有無：「有」場合は，具体的な工事名を記してください。 

 

お手元にない場合，補助対象建

築物の住所，建築年等の情報を

もとに，京都市役所建築審査課

で証明書を発行できます。 

（地方）法務局で

発行できます。建

物の所有者を確認

するための書類に

なりますので，権

利者の事項の部分

は，申請者と一致

することをご確認

ください。 

建築物石綿含有建

材調査者が策定等

を行い，アスベス

ト除去等工事の実

施体制・工程等の

計画がわかるもの

をご提出ください

（形式等は問いま

せん）。 

複数の事業者から見積をとってください。 

除去等工事は，要綱第６条第３項に定める工法により施行する必要があります。 

京都市吹付けアスベスト除去等助成事業補助金（抜粋） 

第６条 

３ 除去等は，次の各号のいずれかに該当する工法により実施するものとする。 

⑴  一般財団法人日本建築センター若しくは一般財団法人ベターリビングが審査証明を行った「吹付

けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者が実施する，同審査証明を受けた工法 

⑵ 「建築物解体等における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又は「既存建築物の吹付けアスベ

スト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」に掲げる工法 


